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木
村
曙
「
勇
み
肌
」
と
『
江
戸
新
聞
』

 

白
　
井
　
ユ
　
カ
　
リ

は
じ
め
に

　

木
村
曙
の
二
作
目
、「
勇
み
肌
」（
明
二
二
・
五
・
二
三
〜
二
九
／
全
六
回
）

は
、『
江
戸
新
聞
』（
以
下
『
江
戸
』）
に
掲
載
さ
れ
た
。

　

一
七
歳
の
少
女
作
家
に
よ
る
こ
の
作
品
は
、
任
侠
の
徒
を
主
人
公
と
し
、
殺

人
と
い
う
結
末
を
持
つ
。
著
者
の
他
の
作
品
と
趣
を
異
に
す
る
そ
れ
が
、『
江

戸
』
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
の
ニ
ー
ズ
に
呼
応
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
想
像
さ

れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

署
名
は
、〈
曙
女
史
稿
〉〈
独
幹
子
訂
〉
と
並
記
さ
れ
、
独
幹
子
＝
独
幹
敖
史

＝
大
森
惟
中
に
よ
る
校
訂
が
明
示
さ
れ
る
。『
江
戸
』
創
刊
号
（
明
二
二
・

五
・
五
）
に
寄
せ
た
大
森
の
祝
辞
（「
祭
礼
に
寄
す
る
祝
詞
」）
に
は
、
作
品
の

キ
ー
ワ
ー
ド
が
入
れ
込
ま
れ
て
お
り
（
１
）、
大
森
の
文
案
を
う
か
が
わ
せ
る
（
２
）。
掲
載

の
経
緯
に
も
、
大
森
の
事
情
が
関
わ
っ
て
い
た
。

独
幹
敖
史
の
沙
漠
の
旅
（
３
）処
女
の
災
難
の
顛
末
は
一
旦
局
を
結
び
尚
引
続
き

奇
談
を
掲
げ
ら
る
ヽ
筈
な
り
し
が
敖
史
恙
あ
り
て
目
下
療
養
中
な
る
を
以

て
其
の
間
を
幸
ひ
岡
本
（
４
）曙
女
史
の
寄
稿
せ
ら
れ
し
勇
み
肌
を
掲
げ
た
り
…

（「
新
小
説
の
御
披
露
」『
江
戸
』
明
二
二
・
五
・
二
六
）

　

記
事
は
、
大
森
の
い
わ
ば
穴
埋
め
と
し
て
「
勇
み
肌
」
を
掲
げ
た
と
し
て
お

り
、
こ
こ
か
ら
も
、
大
森
と
大
森
門
下
生
（
５
）・
曙
と
の
密
接
な
関
係
が
み
て
と
れ

る
。

　

作
品
告
知
は
、
前
田
健
次
郎
＝
香
雪
（
６
）の

小
説
の
登
場
人
物
の
口
を
借
り
て
、

次
の
よ
う
に
な
さ
れ
た
。

今
日
か
ら
は
別
嬪
の
作
の
小
説
が
出
た
ぜ
、
ナ
ニ
別
嬪
の
作
だ
其
奴
も
宜

可
減
な
拵
へ
も
の
だ
ら
ふ
、
汝て
め
へさ
う
頭
か
ら
抹け

殺な

す
も
ん
ヂ
ヤ
ア
ね
へ
読

売
新
聞
な
ん
ぞ
に
も
出
た
事
の
あ
る
曙
女
史
と
い
ふ
別
嬪
の
小
説
家
だ
、

左
様
か
夫
な
ら
噂
に
聞
た
事
が
あ
る
マ
ア
鳥
渡
貸
し
な
、
夫
見
ね
へ
読
ず

に
ヤ
ア
居
ら
れ
め
へ
…
（「
江
戸
版
四
民
往
来
」『
江
戸
』
明
二
二
・
五
・

二
三
）

　
『
読
売
新
聞
』（
以
下
『
読
売
』）
に
掲
載
さ
れ
た
、
デ
ビ
ュ
ー
作
「
婦
女
の

鑑
」（
明
二
二
・
一
〜
二
）
の
告
知
が
、〈
岡
本
え
い
子
女
史
は
高
等
女
学
校
を

卒
業
し
て
夙
に
淑
徳
才
藻
の
誉
高
く
学
の
窓
の
筆
ず
さ
み
に
一
篇
の
小
説
を
綴

ら
れ
し
と
聞
き
弊
社
強
て
乞
ふ
て
其
草
稿
を
得
今
日
よ
り
紙
上
に
掲
ぐ
る
事
と

せ
り
妙
齢
の
女
子
に
し
て
此
筆
の
花
を
咲
か
す
我
輩
首
を
掻
い
て
徒
ら
に
此
の

前
駆
を
な
す
こ
れ
も
ま
た
身
に
取
り
て
は
栄
と
す
べ
し
〉（
饗
庭
篁
村
、
明
二
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二
・
一
・
三
）
と
い
う
文
言
で
あ
っ
た
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
メ
デ
ィ
ア
の
カ

ラ
ー
が
自
ず
と
理
解
さ
れ
よ
う
。

　

本
論
で
は
、『
江
戸
』
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
の
特
質
や
、
作
品
モ
チ
ー
フ
を
検

証
し
、
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、「
勇
み
肌
」
の
読
み
解
き
を
試
み
た
い
と
考
え

て
い
る
。

一　
『
江
戸
新
聞
』

　
『
江
戸
』
は
、
改
進
党
系
の
大
新
聞
『
朝
野
新
聞
』（
以
下
『
朝
野
』
明
七
〜

二
六
）
と
対
に
な
っ
た
、
小
新
聞
『
絵
入
朝
野
新
聞
』（
以
下
『
絵
入
朝
野
』

明
一
六
〜
二
二
）
の
後
継
紙
で
、
社
屋
も
ス
タ
ッ
フ
も
、『
絵
入
朝
野
』
を
そ

の
ま
ま
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ
っ
た
。『
江
戸
』
創
刊
号
か
ら
、
独
立
の
経
緯

を
考
察
し
て
み
た
い
。

　
『
絵
入
朝
野
』
主
筆
を
経
て
、『
江
戸
』
社
長
と
な
っ
た
前
田
香
雪
は
、「
購

読
者
が
増
加
し
た
た
め
、
兼
て
か
ら
の
希
望
通
り
独
立
を
果
し
た
」
と
説
明
す

る
が
（「
江
戸
新
聞
之
御
披
露
」）、
理
由
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
香
雪
は
次
の
よ
う
に
も
記
し
て
い
る
。

江
戸
人
の
九
分
九
厘
は
東
京
と
い
ふ
別
称
を
の
み
称
へ
て
江
戸
と
い
ふ
本

名
を
忘
れ
た
る
体
な
れ
ば
（
中
略
）
江
戸
子
の
成
島
翁
江
戸
子
の
お
の
れ

を
助
く
お
の
れ
其
恩
を
忘
れ
ず
絵
入
朝
野
新
聞
を
江
戸
新
聞
と
改
題
し
て

独
立
す
る
迄
に
進
め
し
は
私
し
に
於
て
聊
か
尽
し
た
る
も
の
と
云
ふ
べ
き

か
…
（「
改
題
の
告
条
」）

　

こ
こ
に
み
ら
れ
る
〈
成
島
翁
〉＝
成
島
柳
北
が
、『
朝
野
』『
絵
入
朝
野
』
の

創
始
者
で
、
旧
幕
臣
と
い
う
経
歴
と
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
の
姿
勢
か
ら
、

〈
江
戸
子
〉
の
代
表
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
る
。
と
は

い
え
、
明
治
半
ば
に
あ
え
て
〈
江
戸
子
〉
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
を
打
ち
出
す
に

は
、「
前
提
」
が
あ
っ
た
。

　

明
治
二
二
年
は
、
徳
川
家
康
関
東
入
国
三
百
年
目
に
あ
た
り
、
江
戸
回
顧
の

風
潮
が
高
ま
っ
て
い
た
。
八
月
に
は
大
々
的
な
三
百
年
祭
が
企
画
さ
れ
、
そ
の

運
営
は
「
江
戸
会
（
７
）」
と
い
う
組
織
が
担
っ
た
が
、
旧
幕
臣
た
ち
に
よ
っ
て
同
年

四
月
に
結
成
さ
れ
た
江
戸
会
の
創
立
メ
ン
バ
ー
に
、〈
前
田
健
二
郎
（
８
）〉
も
名
を

連
ね
る
。
つ
ま
り
、『
江
戸
』
社
長
・
香
雪
は
、
二
二
年
の
江
戸
ブ
ー
ム
を
牽

引
し
た
ひ
と
り
と
い
え
た
。

　

ブ
ー
ム
の
背
景
に
国
粋
主
義
の
台
頭
が
あ
る
。
前
年
創
立
の
思
想
団
体
・
政

教
社
が
標
榜
し
た
国
粋
主
義
は
、
明
治
政
府
に
よ
る
極
端
な
欧
化
主
義
政
策
に

疑
問
を
感
じ
て
い
た
国
民
の
支
持
を
集
め
て
い
た
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
他
に
、

国
粋
主
義
の
美
術
家
と
し
て
の
顔
を
持
つ
香
雪
が
、
時
流
で
あ
る
と
こ
ろ
の
国

粋
、
そ
れ
と
連
動
し
た
江
戸
ブ
ー
ム
、
故
・
成
島
柳
北
に
由
来
す
る
〈
江
戸

子
〉
と
を
看
板
に
し
て
、
新
た
に
新
聞
を
売
り
出
そ
う
と
し
た
こ
と
は
想
像
に

難
く
な
い
。

　

創
刊
号
の
「
祝
辞
」
に
は
、
東
京
を
あ
え
て
〈
江
戸
〉
と
呼
び
、〈
江
戸

会
〉
と
セ
ッ
ト
で
語
っ
て
い
る
も
の
が
数
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。〈
明
治
の
世

界
は
知
識
と
金
の
大
修
羅
場
〉〈
ケ
チ
な
金
づ
く
で
説
を
曲
げ
た
り
ヒ
ケ
を
取

て
も
恥
と
せ
ず
髭
に
掴
ま
る
者
多
く
〉
と
明
治
の
風
潮
を
嘆
く
言
辞
、〈
卑
怯

な
兵
法
は
大
嫌
ひ
〉〈
任
侠
の
風
あ
り
て
強
き
を
挫
き
弱
き
を
助
く
る
〉
と
江

戸
っ
子
気
質
の
復
活
を
望
む
言
辞
が
並
び
、〈
江
戸
粋
保
存
江
戸
子
万
歳
〉
の

よ
う
に
〈
江
戸
粋
〉
の
語
が
頻
出
す
る
。
江
戸
粋
と
は
〈
江
戸
固
有
の
美
風
を
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発
揚
〉
の
意
で
、
国
粋
の
語
の
流
行
に
伴
い
、
人
々
の
口
に
上
る
よ
う
に
な
っ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
、
江
戸
回
顧
が
徳
川
回
帰
で
は
な
い
こ
と
は
、
以
下
の
祝
辞
に
象
徴

的
で
あ
る
。

江
戸
粋
を
奨
励
し
て
所
謂
江
戸
兒
の
義
侠
と
濶
達
を
研
き
（
中
略
）
大
日

本
帝
国
の
首
都
万
機
の
中
心
陛
下
の
膝
元
の
民
た
る
の
幸
福
と
実
力
と
権

勢
と
を
益
す
発
達
さ
せ
永
く
江
戸
兒
の
名
誉
を
伝
へ
ん
こ
と
を
欲
す
る
な

り
…
（
永
井
小
石
（
９
）「
新
聞
の
改
題
を
祝
し
て
江
戸
粋
の
流
行
を
望
む
」）

　

江
戸
っ
子
が
江
戸
粋
を
発
揮
＝
陛
下
の
威
信
を
輝
か
せ
る
、
と
い
う
解
釈
は
、

明
治
の
世
に
あ
っ
て
、『
江
戸
』
を
冠
し
た
新
聞
が
必
要
と
し
た
、
大
義
名
分

と
い
え
よ
う
。

　
『
江
戸
』
創
刊
号
は
、
江
戸
粋
＝
損
得
抜
き
で
、
必
要
と
あ
ら
ば
強
い
も
の

に
立
ち
向
か
う
、
ま
た
そ
の
基
本
は
忠
君
愛
国
に
あ
る
と
い
っ
た
、
メ
デ
ィ
ア

と
し
て
の
姿
勢
を
表
明
し
て
い
る
。
そ
れ
が
単
な
る
江
戸
趣
味
、
懐
古
趣
味
で

は
な
い
こ
と
は
、
モ
ダ
ン
な
〈
写
真
銅
版
〉
の
挿
絵
を
添
え
た
、
大
森
惟
中
＝

独
幹
敖
史
訳
に
よ
る
西
洋
小
説
「
沙
漠
の
旅
」
を
一
面
、
江
戸
の
茶
屋
風
景
を

挿
絵
と
す
る
、
柳
香
散
史
「
江
戸
の
花
」
を
二
面
、
と
い
う
紙
面
構
成
か
ら
も

み
て
と
れ
る
。二　

「
勇
み
肌
」
概
要

　
〈
勇
み
な
文
章
、
任
侠
な
筆
、
粋
な
続
物
〉
と
い
う
祝
辞
か
ら
、
ほ
ど
な
く

発
表
さ
れ
た
「
勇
み
肌
」
の
あ
ら
す
じ
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

い
ま
は
む
か
し
、〈
加
々
美
明
〉
は
京
都
に
単
身
赴
任
中
で
、
江
戸
屋
敷
で

は
、
娘
〈
お
輝
〉
と
、
後
妻
で
お
輝
に
は
継
母
の
〈
お
鉄
〉
が
暮
ら
し
て
い
た
。

お
輝
は
お
鉄
が
〈
密み
そ
か

夫を
と
こ

〉
に
頼
み
、
父
を
〈
害
せ
ん
〉
と
し
て
い
る
こ
と
に

気
づ
き
、
い
て
も
た
っ
て
も
い
ら
れ
な
い
。
家
を
出
て
乳
母
の
家
に
身
を
寄
せ

た
お
輝
の
元
に
、
父
の
使
者
が
や
っ
て
来
る
。〈
忠
助
〉
と
名
乗
る
そ
の
男
は
、

父
直
筆
の
書
状
を
み
せ
、
上
洛
の
命
を
伝
え
る
。
急
き
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
京

都
に
向
か
う
お
輝
。
日
暮
れ
の
嵐
山
で
、
忠
助
は
突
然
変
貌
を
み
せ
、
お
輝
に

身
売
り
を
迫
る
。
聞
き
入
れ
な
い
な
ら
殺
す
と
刀
を
振
り
上
げ
る
忠
助
。
覚
悟

を
決
め
て
念
仏
を
唱
え
る
お
輝
。
お
輝
の
危
難
を
救
っ
た
の
は
、
通
り
が
か
り

の
侍
で
あ
っ
た
。
何
と
そ
の
侍
は
、
幼
い
頃
他
家
に
養
子
に
出
さ
れ
た
、
お
輝

の
兄
〈
辰
夫
〉
で
、
偶
然
の
再
会
を
果
し
た
兄
妹
は
、
忠
助
を
道
案
内
に
明
の

館
へ
赴
く
。

　

兄
妹
そ
ろ
っ
て
の
訪
問
に
驚
く
明
は
、
子
細
を
聞
き
、
忠
助
を
問
い
正
そ
う

と
顔
を
み
る
と
、
男
は
忠
助
本
人
で
は
な
か
っ
た
。
観
念
し
た
男
は
、「
自
分

は
〈
倶く

利り

加か

羅ら

文ぶ
ん

次じ

〉
と
い
う
あ
ぶ
れ
者
で
、
あ
る
人
か
ら
頼
ま
れ
て
、
明
と

お
輝
の
命
を
狙
っ
て
い
た
」
と
白
状
す
る
。
明
の
使
い
で
江
戸
に
向
か
っ
た
忠

助
を
襲
い
、
成
り
済
ま
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
あ
殺
せ
と
ば
か
り
に
身
を

投
げ
出
す
文
次
。
明
は
文
次
の
〈
し
ご
き
〉＝
元
結
を
切
り
落
と
し
、〈
恩
愛
〉

と
〈
義
理
〉
と
を
説
い
て
聞
か
せ
る
。
明
の
真
心
に
感
じ
入
っ
た
文
次
は
、
江

戸
に
戻
る
と
、
お
鉄
の
悪
事
を
止
め
よ
う
と
、
自
首
を
持
ち
か
け
る
。
悪
あ
が

き
を
み
せ
る
ば
か
り
の
お
鉄
に
、
改
心
の
可
能
性
の
な
い
こ
と
を
悟
っ
た
文
次

は
、
加
々
美
の
家
を
守
る
た
め
、
不
動
明
王
の
救
済
）
10
（

と
ば
か
り
に
、
隠
し
持
っ

た
出
刃
包
丁
で
、
お
鉄
の
背
中
を
斬
り
つ
け
、
首
を
か
き
落
と
す
と
、
そ
の
首

を
脇
に
挟
み
、
一
散
に
役
所
へ
向
か
う
の
で
あ
っ
た
…
。



― 87 ―

　

ま
さ
に
〈
悪
に
強
き
は
善
に
も
亦
強
き
〉
を
絵
に
描
い
た
よ
う
な
こ
の
作
品

へ
の
言
及
は
、
管
見
の
か
ぎ
り
で
は
、
未
だ
二
人
の
評
者
に
よ
る
も
の
の
み
で

あ
る
。
一
方
は
、

全
く
戯
作
然
と
し
た
作
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
題
材
の
点
の
み
に
し
て
も
、

新
し
さ
の
あ
っ
た
「
婦
女
の
鑑
」
の
作
者
の
作
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
ぬ

よ
う
な
愚
作
で
あ
る
）
11
（

。

　

と
い
っ
た
辛
辣
な
も
の
。
い
ま
一
方
は
、

曙
の
本
質
は
、
義
理
・
人
情
の
「
旧
さ
」
に
根
ざ
し
て
お
り
、（
中
略
）

そ
れ
は
、
江
戸
の
香
り
を
、
全
く
捨
て
て
い
な
い
下
町
―
浅
草
―
に
育
っ

た
曙
の
限
界
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
）
12
（

。

　

と
、〈
旧
さ
〉
を
曙
の
〈
本
質
〉〈
限
界
〉
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
「
勇
み
肌
」
に
〈
新
し
さ
〉
が
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
点
で
、
両
者
は
一
致

す
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
、「
曙
一
派
）
13
（

」
の
高
塚
清
花
は
、
一
派
の
創
作
の
目

的
を
、〈
婦
女
子
の
た
め
に
善
を
勧
め
、
悪
を
い
ま
し
め
、
社
会
の
情
況
に
通

じ
、
物
理
に
さ
と
る
〉（「
文
か
く
女
子
、
評
す
る
博
士
」『
貴
女
之
友
』
明
二

二
・
四
）
と
し
て
お
り
、
一
派
の
ほ
か
の
作
品
同
様
、「
勇
み
肌
」
が
、
旧
い

外
観
の
内
側
に
、
即
時
代
的
な
要
素
を
取
り
込
ん
で
い
る
可
能
性
は
高
い
と
考

え
ら
れ
る
。

三　
『
文
覚
上
人
勧
進
帳
』

　

大
森
と
曙
の
著
作
に
、
演
芸
の
改
良
を
目
的
と
し
て
、
明
治
二
一
年
に
設
立

さ
れ
た
「
日
本
演
芸
矯
風
会
」（
以
下
「
矯
風
会
」）
演
習
会
の
演
目
が
取
り
込

ま
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
別
に
述
べ
た
）
14
（

。
歌
舞
伎
通
）
15
（

で
あ
っ
た
大
森
は
、

改
良
歌
舞
伎
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
創
作
が
、
庶
民
を
啓
蒙
す
る
う
え
で
有
効
と

判
断
し
、
門
下
生
・
曙
に
も
そ
の
方
法
を
伝
授
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
「
勇
み
肌
」
は
、
第
三
回
演
習
会
（
明
二
二
・
六
・
二
一
〜
二
二
、
中
村

座
）
の
演
目
を
念
頭
に
執
筆
さ
れ
た
と
み
な
せ
る
。

　

実
際
に
演
習
会
で
上
演
さ
れ
た
の
は
、
竹
柴
其
水
『
那
智
瀧
祈
誓
文
覚
』

（
以
下
『
那
智
』）
で
あ
る
が
、
六
月
に
入
っ
て
『
那
智
』
の
筋
書
が
新
聞
紙
上
）
16
（

で
公
開
さ
れ
る
ま
で
、
演
目
は
、
依
田
学
海
・
川
尻
宝
岑
共
著
『
文
覚
上
人
勧

進
帳
』（
以
下
『
文
覚
』）
と
喧
伝
さ
れ
て
い
た
。

　

演
劇
改
良
、
演
芸
改
良
と
続
く
運
動
に
お
い
て
、
局
外
の
有
識
者
の
参
加
を

求
め
る
思
潮
が
あ
り
、
そ
の
延
長
線
上
に
、
史
実
重
視
の
歌
舞
伎
脚
本
『
文

覚
』
が
「
読
み
物
」
と
し
て
出
版
さ
れ
た
（
明
二
一
・
九
、
金
港
堂
）。
ゆ
え

に
『
文
覚
』
が
、
演
習
会
の
演
目
と
さ
れ
る
こ
と
は
、
自
然
な
流
れ
と
い
え
た
。

変
更
の
経
緯
に
つ
い
て
は
割
愛
す
る
が
、「
勇
み
肌
」
執
筆
時
、『
那
智
』
の
内

容
は
知
り
得
ず
、
し
た
が
っ
て
モ
チ
ー
フ
は
、
既
刊
の
『
文
覚
』
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

　
『
文
覚
』
の
あ
ら
す
じ
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　

人
妻
〈
袈
裟
〉
に
横
恋
慕
し
た
〈
遠
藤
盛
遠
〉
は
、
袈
裟
の
夫
〈
渡
辺
渡
〉

を
殺
そ
う
と
し
て
、
誤
っ
て
袈
裟
の
首
を
斬
り
落
と
し
て
し
ま
う
。
盛
遠
は
袈

裟
の
首
を
提
げ
て
渡
の
も
と
を
訪
れ
、
自
分
の
首
を
刎
ね
る
よ
う
申
し
出
る
が
、

渡
は
盛
遠
を
許
す
。
渡
の
心
に
感
じ
入
っ
た
盛
遠
は
、〈
髻
も
と
ヾ
り〉
を
切
っ
て
出
家

し
、〈
文
覚
〉
と
な
る
。
文
覚
は
大
願
を
立
て
て
、
紀
伊
国
・
那
智
山
で
命
が

け
の
荒
行
を
続
け
、
途
中
落
命
し
そ
う
に
な
る
も
、〈
不
動
明
王
〉
ら
の
加
護

に
よ
っ
て
こ
れ
を
救
わ
れ
る
。
伊
豆
国
・
伊
豆
山
で
頼
朝
と
面
会
し
た
文
覚
は
、
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天
下
を
取
っ
た
暁
に
は
、
神
護
寺
を
建
立
し
て
ほ
し
い
と
勧
進
を
す
る
の
で

あ
っ
た
…
。

　
「
勇
み
肌
」
と
『
文
覚
』
と
を
比
較
す
る
と
、〈
文
次
〉
は
〈
文
覚
〉
の
掛
詞

と
な
っ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
命
を
狙
っ
た
相
手
＝〈
明
〉〈
渡
〉
か
ら
許
さ
れ
、

〈
し
ご
き
〉〈
髻
〉
を
切
っ
て
改
心
す
る
の
も
同
じ
結
構
で
あ
る
。
ま
た
、
お
鉄

が
〈
後
袈
裟
〉
で
斬
ら
れ
、〈
首
〉
を
落
と
さ
れ
る
と
い
う
殺
害
方
法
は
、〈
袈

裟
〉
の
名
と
、
そ
の
殺
さ
れ
方
に
相
関
し
、
文
次
が
お
鉄
の
首
を
小
脇
に
抱
え

て
役
所
に
出
頭
す
る
と
い
う
描
写
は
、
盛
遠
が
袈
裟
の
首
を
提
げ
て
渡
の
屋
敷

を
訪
れ
る
と
い
う
型
の
転
写
と
い
え
る
。

　

こ
れ
ら
の
類
似
か
ら
、
踏
襲
は
明
白
と
い
え
る
が
、
し
か
し
、
あ
え
て
渡
の

身
代
り
と
な
っ
た
袈
裟
を
「
貞
女
の
極
」
と
す
れ
ば
、
お
鉄
は
「
悪
女
の
極
」

（
袈
裟
の
反
対
＝〈
後
袈
裟
〉）
で
あ
り
、
そ
の
た
め
両
作
品
は
、
全
体
の
印
象

を
大
き
く
異
に
し
て
い
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
文
次
が
〈
不
動
〉
の
化
身
と
な

る
こ
と
と
、
文
覚
が
〈
不
動
〉
に
救
わ
れ
る
こ
と
は
、
似
て
非
な
る
趣
向
と
い

え
よ
う
。

　

不
動
明
王
の
化
身
が
、
悪
女
に
天
誅
を
加
え
る
と
い
う
筋
立
に
、
出
所
は
あ

る
の
で
あ
ろ
う
か
。

四　
「
祝
ひ
の
日
」

　
「
勇
み
肌
」
の
約
三
ヵ
月
前
、
香
雪
は
、『
江
戸
』
の
前
身
『
絵
入
朝
野
』
に
、

「
祝
ひ
の
日
」（
明
二
二
・
二
・
一
九
〜
三
・
六
）
を
連
載
す
る
。
憲
法
発
布
当

日
（
明
二
二
・
二
・
一
一
）、
文
部
大
臣
・
森
有
礼
が
、
凶
徒
・
西
野
文
太
郎

に
刺
さ
れ
、
翌
日
亡
く
な
る
と
い
う
事
件
を
題
材
に
し
た
も
の
で
、
三
月
六
日

分
（
第
一
四
回
目
）
を
掲
載
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
内
容
が
〈
治
安
に
妨
害
あ

る
も
の
〉（『
絵
入
朝
野
』
明
二
二
・
三
・
二
一
）
と
認
め
ら
れ
、
翌
七
日
よ
り

発
行
停
止
が
命
じ
ら
れ
（
二
週
間
後
解
停
）、
未
完
の
ま
ま
打
切
り
と
な
っ
た

曰
く
つ
き
の
作
品
で
あ
る
。

　

梗
概
を
以
下
に
示
す
。

　

時
は
憲
法
発
布
の
頃
。
東
京
・
新
橋
の
〈
森
田
屋
〉
は
、〈
三
木
田
の
後

家
〉〈
お
三
木
〉
の
経
営
す
る
〈
芸
妓
屋
〉
で
、
美
人
芸
妓
〈
お
祐
〉
の
人
気

も
あ
り
、
評
判
と
な
っ
て
い
た
。
お
三
木
は
、
お
祐
に
執
心
の
客
〈
加
治
木
〉

に
、
調
子
の
い
い
こ
と
を
い
い
、
金
を
注
ぎ
込
ま
せ
て
い
た
が
、
金
を
使
い
果

し
た
と
み
る
や
、
態
度
を
一
変
し
、
追
い
出
し
て
し
ま
う
。
あ
る
日
、
か
つ
て

お
三
木
が
懇
意
に
し
て
い
た
外
国
人
が
、
森
田
屋
を
訪
ね
て
来
る
。
こ
の
外
国

人
が
〈
延
喜
棚
〉
や
〈
神
棚
〉
を
見
咎
め
、〈
斯
い
ふ
も
の
を
拝
み
ま
す
な
ら

私
し
最
う
搆
ひ
ま
せ
ん
〉
と
腹
を
立
て
た
こ
と
か
ら
、
お
三
木
は
〈
金
の
蔓
〉

で
あ
る
彼
の
機
嫌
を
取
る
た
め
、〈
榊
も
七
五
三
縄
も
取
て
棄
て
伊
勢
大
神
宮

の
お
祓
箱
を
取
る
よ
り
早
く
う
ち
毀
し
て
投
出
し
た
る
暴
行
〉
に
出
る
。
あ
る

時
、
例
の
外
国
人
の
提
案
で
、
森
田
屋
の
面
々
は
仮
装
を
し
て
写
真
を
撮
る
こ

と
に
な
り
、
お
三
木
は
〈
大
礼
服
〉
を
着
込
ん
で
男
装
す
る
。
そ
こ
へ
乗
り
込

ん
で
来
た
加
治
木
は
、
隠
し
持
っ
た
〈
出
刃
庖
丁
〉
で
、
お
三
木
の
〈
肋
わ
き
ば
ら〉
を

二
度
三
度
と
突
き
刺
し
、
駆
け
つ
け
た
下
僕
〈
駄
々
重
〉
は
、〈
杖
〉
に
仕
込

ん
だ
細
身
の
刃
で
、
加
治
木
の
〈
背
〉
を
斬
り
つ
け
、〈
首
筋
〉
を
一
文
字
に

切
り
離
す
の
で
あ
っ
た
…
。

　

作
品
に
は
、
森
が
式
典
に
参
加
す
る
た
め
、「
大
礼
服
」
を
着
て
自
宅
を
出

よ
う
と
し
た
時
、
強
引
に
押
し
入
っ
て
来
た
西
野
に
、「
出
刃
包
丁
」
で
「
脇
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腹
」
を
刺
さ
れ
、
そ
こ
へ
駆
け
つ
け
た
属
官
「
座
田
重
秀
」
が
、「
仕
込
杖
」

で
西
野
の
「
背
中
」
を
斬
り
つ
け
、「
首
」
を
切
断
し
た
、
と
い
う
事
実
が
あ

か
ら
さ
ま
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
。

　

物
語
の
背
景
で
は
、〈
石
野
と
や
ら
い
ふ
乱
暴
者
が
大
臣
様
を
斬
た
〉
と
い

う
号
外
が
配
ら
れ
、
森
刺
殺
事
件
と
重
ね
る
意
図
を
隠
さ
な
い
。
犯
人
〈
石
野

紋
太
郎
〉
に
つ
い
て
、
縁
故
の
人
々
の
口
を
借
り
て
、〈
敬
神
家
〉〈
非
常
に
学

問
に
熱
心
〉〈
官
途
の
末
に
身
を
置
く
の
も
学
資
を
得
や
う
と
の
志
し
〉
と

い
っ
た
人
物
像
が
語
ら
れ
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
作
者
の
西
野
評
と
い
え
る
。

　

一
方
、
お
三
木
の
亡
夫
・
三
木
田
に
対
す
る
、〈
維
新
前
に
洋
行
し
て
久
し

く
海
外
に
あ
り
し
ゆ
ゑ
文
明
国
の
風
に
ふ
れ
て
一
も
二
も
彼
国
の
習
慣
を
の
み

よ
き
事
と
思
ひ
込
め
ば
〉〈
古
格
旧
様
と
い
へ
ば
何
で
も
搆
は
ず
打
毀
さ
う
と

の
気
組
な
り
し
か
ば
争
ひ
論
ず
る
人
も
あ
り
し
〉
と
い
っ
た
説
明
か
ら
は
、
作

者
の
森
評
が
み
て
と
れ
る
。

　

お
三
木
に
森
が
仮
託
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
何
よ
り
も
、

神
棚
を
毀
し
て
投
げ
捨
て
た
と
い
う
行
為
に
、
西
野
の
凶
行
の
動
機
）
17
（

と
さ
れ
た
、

森
が
伊
勢
神
宮
を
参
拝
し
た
際
の
不
敬
な
振
る
舞
い
が
投
影
さ
れ
て
お
り
、
こ

れ
が
作
品
の
眼
目
と
い
え
る
。

五　
「
祝
ひ
の
日
」
の
波
紋

　

香
雪
の
ス
タ
ン
ス
が
、
特
別
な
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
は
、
以
下
の
記
事
か

ら
も
う
か
が
わ
れ
る
。

其
の
残
酷
な
る
落
命
を
為
さ
れ
た
る
こ
と
に
付
て
慷
歎
す
る
も
の
意
外
に

少
な
う
し
て
刺
客
西
野
に
就
て
嘖さ
く

く々
す
る
も
の
ヽ
存
外
に
多
き
は
驚
ろ
く

べ
き
こ
と
に
あ
ら
ず
や
…
（「
森
有
礼
君
の
為
に
泣
け
よ
」『
女
学
雑
誌
』

明
二
二
・
三
・
二
）

　

事
件
へ
の
反
応
は
一
様
で
は
な
か
っ
た
が
、
少
な
く
と
も
庶
民
の
側
は
、
身

を
捨
て
て
森
の
暴
走
を
止
め
た
と
し
て
、
西
野
を
英
雄
視
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
。

た
と
え
ば
『
読
売
』
は
、
西
野
が
小
中
学
校
は
首
席
で
あ
っ
た
こ
と
）
18
（

や
、
谷
中

の
西
野
の
墓
地
に
参
拝
者
が
絶
え
な
い
こ
と
）
19
（

な
ど
を
連
日
報
じ
た
。
そ
う
い
っ

た
風
潮
の
な
か
、『
朝
野
』
は
、
客
観
的
な
立
場
を
堅
持
し
て
い
た
、
に
も
か

か
わ
ら
ず
、『
絵
入
朝
野
』
と
同
じ
三
月
七
日
付
で
発
行
停
止
処
分
を
受
け
る

の
で
あ
る
（
一
週
間
後
解
停
）。
処
分
の
対
象
と
目
さ
れ
た
の
は
、
前
日
に
掲

載
さ
れ
た
漢
詩
及
び
そ
の
評
）
20
（

で
、
た
し
か
に
そ
の
内
容
は
、
森
の
不
敬
を
非
難

し
、
西
野
の
行
為
を
〈
殺
身
成
名
〉〈
天
誅
〉
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ

れ
で
も
停
止
は
厳
し
過
ぎ
る
処
分
と
い
え
た
。
解
停
後
、『
朝
野
』
は
以
下
の

恨
み
ご
と
を
述
べ
て
い
る
。

我
社
は
西
野
の
兇
行
に
就
き
て
報
道
せ
し
事
項
は
他
社
に
比
し
て
頗
る
冷

淡
に
且
つ
寡
少
な
り
し
（
中
略
）
一
の
詩
を
掲
載
し
為
め
に
一
週
間
停
止

の
厳
命
を
蒙
り
た
り
と
は
我
社
は
転
た
遺
憾
の
至
り
に
堪
へ
ざ
る
な
り
…

（「
停
止
の
理
由
」
明
二
二
・
三
・
一
四
）

　
『
朝
野
』
が
、『
絵
入
朝
野
』
の
親
新
聞
と
し
て
、
連
帯
責
任
）
21
（

を
問
わ
れ
た
こ

と
は
明
ら
か
と
い
え
よ
う
。

　

そ
し
て
こ
の
一
件
に
よ
っ
て
、『
朝
野
』
に
は
巻
き
添
え
を
食
っ
た
と
の
思

い
、『
絵
入
朝
野
』
に
は
成
島
精
神
を
失
っ
た
『
朝
野
』
へ
の
失
望
が
生
ま
れ
、

そ
れ
が
『
江
戸
』
発
刊
を
後
押
し
し
た
と
み
る
こ
と
は
、
不
自
然
と
は
い
え
な

い
で
あ
ろ
う
）
22
（

。
も
し
も
そ
う
で
あ
れ
ば
、『
絵
入
朝
野
』
の
後
継
紙
『
江
戸
』
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に
は
、
香
雪
に
共
鳴
す
る
メ
ン
バ
ー
が
集
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
伝
統
美
術
・
工

芸
の
保
護
活
動
に
お
け
る
、
長
年
の
盟
友
・
大
森
も
ま
た
、
香
雪
の
心
意
気
に

感
じ
た
ひ
と
り
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
大
森
に
よ
る
文
案
が
推
測
さ
れ
る
「
勇
み
肌
」
は
、『
文
覚
』
同
様
、

「
祝
ひ
の
日
」（
＝
森
事
件
）
の
踏
襲
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

悪
女
を
成
敗
す
る
〈
文
次
）
23
（

〉
の
名
に
、「
西
野
文
太
郎
」
が
、
ま
た
、
文
次

に
殺
さ
れ
る
〈
お
鉄
〉
の
名
に
、
慶
応
元
年
に
イ
ギ
リ
ス
に
密
航
し
た
際
の
森

の
変
名
「
沢
井
鉄
馬
」
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
と
読
む
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

　
〈
加
々
美
明
〉
の
名
は
、
大
森
の
祝
辞
の
一
節
、〈
日
枝
の
大
神
の
鏡
に
か
け

て
明
か
な
り
〉
に
呼
応
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
で
は
、
こ
の
赤
坂
・
日
枝
神
社

の
鏡
が
寓
す
る
も
の
と
は
何
か
。
こ
こ
で
思
い
出
さ
れ
る
の
は
、
森
の
不
敬
事

件
＝
明
治
二
〇
年
、
伊
勢
神
宮
を
参
拝
し
た
森
が
、
内
宮
拝
殿
の
御
簾
の
内
部

に
侵
入
し
よ
う
と
し
て
、
神
官
に
押
し
止
め
ら
れ
た
と
い
う
顛
末
で
あ
る
。
御

簾
内
部
に
は
、
皇
位
の
標
識
で
あ
る
三
種
の
神
器
の
ひ
と
つ
、「
鏡
」
が
奉
斎

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
鏡
へ
の
不
敬
＝
皇
位
へ
の
不
敬
と
み
な
さ
れ
、
国
民

と
く
に
は
国
粋
主
義
者
た
ち
の
反
発
を
招
い
た
。
伊
勢
神
社
の
鏡
＝
日
本
、
国

粋
の
象
徴
と
す
れ
ば
、
江
戸
城
の
鎮
守
と
い
う
位
置
づ
け
に
あ
っ
た
日
枝
神
社

の
鏡
＝
江
戸
、
江
戸
粋
の
象
徴
で
あ
り
、
そ
れ
が
、
加
々
美
明
の
名
の
寓
意
と

読
み
替
え
ら
れ
よ
う
。

　

し
た
が
っ
て
、
悪
女
〈
お
鉄
〉
が
、〈
加
々
美
明
〉
を
〈
害
せ
ん
〉
と
し
、

〈
文
次
〉
に
阻
止
さ
れ
る
と
い
う
構
図
は
、「
祝
ひ
の
日
」
の
悪
女
〈
お
三
木
〉

が
、〈
神
棚
〉
を
遺
棄
し
、〈
加
治
木
〉
に
報
復
さ
れ
る
と
い
う
構
図
に
重
な
り
、

い
ず
れ
も
、「
森
」
が
、「
国
粋
」
を
冒
涜
し
、「
西
野
文
太
郎
」
に
よ
っ
て
天

誅
が
加
え
ら
れ
た
と
い
う
解
釈
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ラ
ス
ト

で
お
鉄
は
、
背
中
を
斬
ら
れ
、
首
を
落
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、

「
祝
ひ
の
日
」
の
加
治
木
、
森
事
件
の
西
野
の
殺
さ
れ
方
の
反
転
と
み
な
せ
る
。

　

西
野
に
同
情
的
な
世
論
の
な
か
に
あ
っ
て
も
、「
祝
ひ
の
日
」
は
最
も
過
激

な
森
批
判
の
小
説
と
い
え
た
）
24
（

。
そ
の
存
在
は
、『
朝
野
』
と
『
絵
入
朝
野
』
の

関
係
を
変
え
て
し
ま
い
、
ま
た
一
方
で
、
時
局
的
に
韜
晦
の
度
合
い
を
強
め
た

と
は
い
え
、「
祝
ひ
の
日
」
を
支
持
し
て
反
体
制
の
要
素
を
内
包
す
る
、
小
説

「
勇
み
肌
」
へ
つ
な
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

六　
「
勇
み
肌
」

①
モ
チ
ー
フ
を
起
点
と
す
る
読
み

　

歌
舞
伎
脚
本
に
お
い
て
、
観
客
に
共
通
の
知
識
と
な
っ
て
い
る
複
数
の
世
界

の
混
合
に
、
新
し
く
案
出
し
た
趣
向
を
加
え
る
と
い
う
創
作
方
法
は
一
般
的
と

い
え
た
。
大
森
を
中
心
と
す
る
曙
一
派
は
、
そ
の
方
法
を
踏
襲
し
て
い
た
と
思

わ
れ
る
。

　
『
文
覚
』
を
起
点
と
す
る
こ
と
で
可
能
と
な
る
読
み
が
あ
る
。

　
『
江
戸
』
は
、『
文
覚
』
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
記
す
。

中
村
座
は
文
覚
上
人
勧
進
帳
と
き
ま
り
団
洲
が
依
田
先
生
に
万
事
御
相
談

を
し
て
す
る
と
の
事
ゆ
ゑ
余
程
高
尚
な
狂
言
に
な
る
で
あ
ら
ふ
と
の
評
判

…
（「
劇
場
彙
報
」
明
二
二
・
五
・
一
二
）

　
『
文
覚
』
は
、
元
々
中
村
座
の
六
月
興
行
（
二
三
日
〜
）
と
し
て
の
上
演
が

予
定
さ
れ
、
演
習
会
は
そ
れ
に
便
乗
す
る
形
で
組
み
込
ま
れ
た
。
記
事
か
ら
は
、

〈
依
田
先
生
〉＝
依
田
学
海
の
『
文
覚
』
が
〈
高
尚
な
狂
言
〉
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
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を
持
た
れ
、〈
団
洲
〉＝
九
世
・
市
川
団
十
郎
の
出
演
が
認
知
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
理
解
さ
れ
る
。

　
『
文
覚
』
に
お
け
る
、〈
不
動
明
王
〉〈
矜こ
ん
が
ら
ど
う
じ

羯
羅
童
子
〉〈
制せ

い
た
か
ど
う
じ

迦
童
子
〉
の
渡

り
台
詞
を
挙
げ
て
み
る
。

　
　

不
動　

 

吾
れ
威
音
王
仏
の
化
身
と
し
て
。
斯
る
降
魔
の
形
を
顕
し
。（
中

略
）

　
　

矜　
　

 

衆
生
無
尽
の
罪
悪
を
。
大
智
の
火
炎
に
焼
尽
し
。
煩
悩
三
毒
の
迷

心
は
。

　
　

制　
　

 

三
昧
の
縄
に
こ
れ
を
縛
し
。
生
死
無
明
の
根
本
を
。
智
剣
を
以
て

切
り
払
ひ
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、「
勇
み
肌
」
で
の
文
次
の
台
詞
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
。

己
も
名
題
の
倶
利
加
羅
文
次
背
中
に
彫
た
不
動
の
利
剣
、
兒が
き

の
時
か
ら
今こ
ん

羯が

羅ら

の
喧
嘩
が
好
き
で
段
々
と
勢せ
い
た
か
ど
う
じ

多
伽
童
子
のま

と
ひ持

ど
ん
な
あ
ほ
り
を
喫く
ら

つ
て
も
火
焔
を
背
負
て
動
か
ね
ば
…

　
「
勇
み
肌
」
の
趣
向
は
、
文
京
区
音
羽
に
程
近
い
〈
目
白
不
動
〉
傍
で
の
文

次
の
啖
呵
、〈
研
い
た
身
体
の
姿
見
に
写
す
仕
打
も
音お
と
は
や

羽
屋
の
綺
麗
爽さ

つ
ば
り然

此
方

か
ら
名
乗
て
出
る
が
男
の
顔
だ
…
〉
か
ら
う
か
が
わ
れ
よ
う
。
こ
こ
に
み
ら
れ

る
〈
音
羽
屋
〉
は
、
五
世
・
尾
上
菊
五
郎
を
指
し
、
世
話
物
の
名
手
・
菊
五
郎

の
屋
号
の
入
れ
込
み
か
ら
は
、
団
十
郎
演
じ
る
時
代
物
『
文
覚
』
か
ら
、
菊
五

郎
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
世
話
物
『
文
覚
』
へ
の
変
更
の
意
図
が
み
て
と
れ
る
）
25
（

。
つ

ま
り
、『
文
覚
』
の
世
界
を
、
庶
民
の
世
界
に
移
し
た
も
の
が
、「
勇
み
肌
」
と

解
釈
で
き
、『
文
覚
』
の
テ
ー
マ
を
、
一
般
向
き
に
書
き
直
す
趣
意
が
、
作
者

に
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

で
は
、「
祝
ひ
の
日
」「
森
事
件
」
を
起
点
と
す
る
と
、
ど
う
い
っ
た
読
み
が

可
能
と
な
る
の
か
。

　

先
に
、〈
加
々
美
明
〉
の
名
に
、
日
枝
神
社
の
鏡
＝
江
戸
の
象
徴
を
寓
す
る

と
考
察
し
た
。
お
鉄
が
、
先
妻
の
死
去
に
伴
い
、
後
妻
に
入
っ
た
と
い
う
設
定

で
あ
る
の
は
、
操
）
26
（

（
＝
先
妻
・
操
）
を
失
っ
た
、
日
本
の
中
枢
（
＝
江
戸
＝

加
々
美
家
）
が
、
森
（
＝
後
妻
・
お
鉄
）
に
代
表
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
無
節
操
な

思
想
に
毒
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
寓
喩
と
読
め
よ
う
。
同
様
に
、
加
々
美
明
の
京

都
移
住
は
、
江
戸
か
ら
江
戸
粋
が
失
わ
れ
た
こ
と
の
表
象
と
み
な
せ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
作
品
は
、〈
加
々
美
明
〉＝
江
戸
の
象
徴
を
守
る
た
め
に
、

〈
倶
利
加
羅
文
次
〉＝
不
動
明
王
）
27
（

の
利
剣
が
、〈
お
鉄
〉＝
魔
を
断
ち
、〈
勇
み
肌
〉

＝
江
戸
粋
が
よ
み
が
え
っ
た
、
と
の
読
解
が
可
能
と
い
え
、
そ
れ
は
、
森
事
件

に
よ
っ
て
日
本
が
あ
る
べ
き
姿
に
立
ち
返
っ
た
、
と
い
う
作
者
の
所
感
を
伝
え

て
い
る
。

　

だ
と
す
れ
ば
、
文
次
が
一
時
は
お
鉄
の
手
先
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
何
を
意
味

す
る
の
か
。「
祝
ひ
の
日
」
で
も
、
加
治
木
は
当
初
お
三
木
の
甘
言
を
信
じ
、

い
わ
れ
る
が
ま
ま
と
な
っ
て
い
た
。
加
治
木
や
文
次
に
は
、
国
粋
、
江
戸
粋
を

捨
て
、
西
洋
を
盲
信
し
た
、「
明
治
の
大
衆
」
が
二
重
に
仮
託
さ
れ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。
文
次
の
改
心
＝
大
衆
の
覚
醒
へ
の
期
待
と
読
む
こ
と
が
で
き
よ

う
。

　
「
勇
み
肌
」
の
独
自
性
は
、「
国
粋
」
か
ら
「
江
戸
粋
」
へ
の
変
更
と
い
え
る

が
、
日
枝
神
社
が
維
新
後
は
皇
城
の
鎮
守
と
な
っ
た
よ
う
に
、
も
と
よ
り
国
粋

と
江
戸
粋
と
は
不
可
分
の
も
の
で
あ
り
、
変
更
は
『
江
戸
』
と
い
う
媒
体
に
即
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し
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。

②
「
曙
一
派
」
の
世
界

　

果
し
て
こ
う
い
っ
た
踏
襲
が
、
読
者
に
認
識
さ
れ
た
の
か
を
考
え
た
時
、

「
祝
ひ
の
日
」「
森
事
件
」
の
踏
襲
は
、
時
局
的
に
あ
か
ら
さ
ま
に
で
き
な
い
と

は
い
え
、「
楽
屋
落
ち
」
の
観
が
否
め
な
い
。

　

一
方
、
新
聞
等
で
の
前
宣
伝
も
あ
り
、
中
村
座
六
月
興
行
『
文
覚
』
で
、
団

十
郎
が
主
役
の
文
覚
と
お
家
芸
）
28
（

の
不
動
、
一
人
二
役
を
演
じ
る
こ
と
は
、
巷
に

浸
透
し
て
い
た
。
改
心
後
の
文
次
の
姿
が
不
動
と
重
ね
ら
れ
、
殺
し
た
女
の
首

を
手
に
出
頭
す
る
と
い
っ
た
印
象
的
な
描
写
か
ら
、「
勇
み
肌
」
に
お
け
る

『
文
覚
』
の
踏
襲
は
、
読
者
に
認
識
さ
れ
た
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

そ
う
で
あ
れ
ば
、「
文
覚
の
発
心
物
語
」
と
対
の
関
係
に
あ
る
「
袈
裟
の
貞

操
物
語
」
は
、
読
者
の
期
待
す
る
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
を
、
袈
裟
＝
夫
の
身
代
り

と
な
っ
て
死
ぬ
女
か
ら
、
お
鉄
＝
夫
の
命
を
狙
い
天
誅
を
加
え
ら
れ
る
女
へ
変

更
し
た
と
す
れ
ば
、
あ
え
て
読
者
の
期
待
を
裏
切
る
理
由
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
。

　

榊
原
千
鶴
に
よ
る
と
、
こ
の
時
代
、「
袈
裟
御
前
」
は
「
静
御
前
」
と
と
も

に
、
特
別
な
位
置
づ
け
に
あ
り
、
近
代
の
「
女
訓
書
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
お

い
て
、
袈
裟
物
語
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
）
29
（

。

　

明
治
二
〇
年
『
袈
裟
御
前
貞
操
譚
』（
小
枝
繁
、
共
隆
社
）、
二
四
年
「
鳥
羽

の
恋
塚
―
袈
裟
御
前
の
事
蹟
」（『
家
庭
教
育
歴
史
読
本
』
小
中
村
義
象
・
落
合

直
文
、
博
文
館
）
が
そ
の
一
例
で
、「
袈
裟
御
前
」
は
、〈
女
新
聞
社
〉
が
催
す

懸
賞
俳
句
の
「
お
題
」
に
ま
で
な
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
）
30
（

。

　

榊
原
は
袈
裟
を
、〈
盛
遠
の
手
に
か
か
る
こ
と
で
、
己
の
所
有
権
が
夫
の
手

に
あ
る
こ
と
を
証
す
る
〉
表
象
と
し
、
こ
う
い
っ
た
袈
裟
を
称
揚
す
る
傾
向
に

つ
い
て
、〈
近
代
に
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
軍
記
物
語
に
関
わ
る
女
性
像
が
、
戦

う
男
と
そ
れ
を
支
え
る
女
の
あ
り
方
を
示
す
も
の
と
し
て
利
用
さ
れ
続
け
た
こ

と
は
、
日
清
戦
争
に
始
ま
る
軍
国
主
義
へ
の
道
程
と
と
も
に
理
解
さ
れ
る
べ

き
〉
と
分
析
す
る
）
31
（

。

　

に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
勇
み
肌
」
で
は
、
袈
裟
的
女
性
を
作
中
に
描
か
な

か
っ
た
。
な
ぜ
か
。

　

大
森
、
曙
、
清
花
と
い
っ
た
「
曙
一
派
」
が
、
女
性
主
義
、
啓
蒙
主
義
を
そ

の
文
学
の
指
針
と
し
た
こ
と
は
、
別
に
論
じ
た
）
32
（

。
一
派
の
作
品
に
お
い
て
、
儒

教
的
な
女
性
像
を
啓
蒙
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
自
覚
的
に
男
性
の
犠
牲
と
な

る
女
性
が
描
か
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
つ
ま
り
、
女
性
主
義
の
立
場
か
ら
、

一
派
に
と
っ
て
、
袈
裟
的
女
性
は
否
定
の
対
象
で
あ
り
、
そ
う
い
っ
た
時
代
に

反
逆
す
る
要
素
を
、
作
品
は
内
包
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

作
品
に
は
、
お
輝
が
文
次
に
、〈
親
御
〉＝
父
親
の
〈
難
義
を
救
ふ
〉
た
め
に

身
を
売
れ
と
脅
さ
れ
、〈
た
と
へ
何
と
云
や
つ
て
も
妾
や
身
を
売
る
事
は
肯
ひ

ま
せ
ぬ
〉〈
何
に
も
云
は
ぬ
殺
し
や
殺
し
や
〉
と
、
恐
れ
る
気
色
も
な
く
覚
悟

を
決
め
る
様
子
が
描
か
れ
る
。
袈
裟
は
、
貞
女
・
お
輝
に
投
影
さ
れ
て
い
る
と

い
う
見
方
も
で
き
よ
う
が
、
お
輝
の
覚
悟
は
、
我
が
身
の
誇
り
、
名
誉
の
た
め

で
あ
っ
て
、
特
定
の
男
性
の
所
有
権
を
証
す
る
た
め
の
捨
身
で
は
な
い
。
さ
ら

に
い
え
ば
、
お
鉄
が
命
を
落
と
す
の
も
、
自
業
自
得
で
あ
っ
て
、
少
な
く
と
も

男
性
の
た
め
の
落
命
で
な
い
こ
と
は
確
認
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

③
ふ
た
つ
の
世
界

　

こ
こ
ま
で
、
便
宜
上
、
文
次
を
主
人
公
と
し
て
論
じ
て
き
た
が
、
正
確
に
は
、
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前
半
（
第
一
回
〜
第
四
回
）
の
主
人
公
は
お
輝
と
い
え
、
文
次
は
後
半
（
第
五

回
〜
第
六
回
）
の
主
人
公
と
み
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
作
品
は
、
全
体
を
通
し
て
、
文
体
も
様
式
も
歌
舞
伎
的
で
あ
り
、
そ
れ

は
、
曙
文
学
に
特
徴
的
な
も
の
と
い
え
る
が
、
第
五
回
の
途
中
、
忠
助
を
騙
っ

て
い
た
文
次
が
正
体
を
現
し
て
以
降
は
、
作
品
の
肌
合
い
が
一
変
す
る
。

ど
う
で
死
な
ざ
ア
な
ら
ね
へ
身
な
ら
（
中
略
）
彼あ
の

お
鉄
め
を
打ぶ
つ
ぱ
な離
し
公か

み儀

に
お
手
数
懸
ね
へ
中
自
分
の
遺
恨
で
殺
し
た
と
名
乗
つ
て
出
り
や
あ
の
家

に
難
儀
の
か
か
る
事
は
ね
い
…

　

文
次
は
お
鉄
を
〈
お
前め
へ

の
様
な
婆
さ
ん
は
否い
や

に
成
つ
た
か
ら
打う
つ
ち
や棄
る
の
よ
〉

と
挑
発
し
、
前
掲
の
〈
己
も
名
題
の
倶
利
加
羅
文
次
…
〉
の
啖
呵
へ
と
続
い
て

い
く
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
曙
の
文
体
と
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　

前
作
「
婦
女
の
鑑
」
で
は
、
中
心
人
物
は
も
と
よ
り
、
敵
役
や
外
国
人
の
台

詞
に
も
、
等
し
く
七
五
調
の
文
語
体
、
歌
舞
伎
の
時
代
物
風
文
体
が
使
用
さ
れ

た
。
前
半
の
文
体
は
、「
婦
女
の
鑑
」
よ
り
平
易
で
あ
る
も
の
の
、「
婦
女
の

鑑
」
に
準
ず
る
と
い
え
る
。
一
方
、
後
半
の
文
体
は
、
侠
客
の
義
理
人
情
を
扱

う
内
容
に
ふ
さ
わ
し
く
、
歌
舞
伎
の
な
か
で
も
、
生
世
話
物
に
近
く
、
そ
れ
は

曙
の
文
体
よ
り
も
、
た
と
え
ば
、「
通
俗

教
育 

夜よ
せ

席き
の

演だ
し

芸も
の

」（『
貴
女
之
友
』
明
二

二
・
一
〜
七
）
に
み
ら
れ
る
、
大
森
の
文
体
と
近
似
す
る
。

　
「
勇
み
肌
」
は
、
前
半
は
曙
、
後
半
は
大
森
主
導
で
書
か
れ
た
と
し
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。

　

前
半
は
、
曙
文
学
の
特
徴
が
各
所
に
認
め
ら
れ
る
。

　

加
々
美
家
は
父
の
不
在
）
33
（

で
、
お
鉄
が
戸
主
代
理
と
し
て
君
臨
し
て
い
る
。
元

は
奉
公
人
で
あ
っ
た
の
を
、
先
妻
の
〈
御
遺
言
〉
で
後
妻
に
取
り
立
て
ら
れ
た

お
鉄
は
、
情
夫
や
下
男
を
意
の
ま
ま
に
操
り
、
お
輝
に
も
下
僕
〈
良
作
〉
が
か

し
ず
い
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
は
、
先
妻
が
後
妻
を
指
名
）
34
（

し
、
後
妻
と
娘
に
男
達

が
仕
え
る
と
い
う
、
女
性
上
位
の
家
の
あ
り
方
が
み
て
と
れ
る
。
ま
た
、
加
々

美
家
の
長
男
が
、
生
ま
れ
て
ま
も
な
く
他
家
に
養
子
に
出
さ
れ
た
と
い
う
設
定

は
、〈
当
時
に
お
い
て
は
あ
り
得
な
い
こ
と
）
35
（

〉
と
疑
問
視
さ
れ
る
も
の
の
、
入

り
婿
、
娘
の
家
督
相
続
と
い
う
形
態
は
、
曙
作
品
の
定
型
）
36
（

と
い
え
、
長
男
の
養

子
縁
組
は
、
こ
の
定
型
維
持
の
た
め
の
処
置
と
み
な
せ
る
。
さ
ら
に
、
お
鉄
の

魔
の
手
か
ら
逃
れ
て
、
お
輝
が
身
を
寄
せ
る
先
が
、
乳
母
の
家
で
、
二
人
が
深

い
心
情
的
結
び
つ
き
を
有
す
る
間
柄
で
あ
る
こ
と
も
、
や
は
り
曙
作
品
に
必
須

の
、
女
性
の
連
帯
）
37
（

の
表
現
と
い
え
よ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
横
恋
慕
を
企
ら
み
病
死
す
る
「
婦
女
の
鑑
」
の
〈
花
子
〉
は
、

〈
悪
に
も
せ
よ
そ
れ
迄
に
思
慮
深
け
れ
ば
、
女
子
と
し
て
中
々
益
あ
る
人
〉
と

評
さ
れ
た
が
、
大
悪
・
お
鉄
の
評
価
は
ど
う
か
。
憎
々
し
さ
の
み
が
強
調
さ
れ

る
後
半
に
比
し
て
、
口
達
者
、
し
た
た
か
、
手
練
手
管
…
と
多
面
的
に
造
形
さ

れ
る
前
半
の
お
鉄
像
は
、
奸
智
に
長
け
た
印
象
が
強
く
、
毒
婦
に
通
じ
る
魅
力

を
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
曙
作
品
に
お
い
て
、
男
女
間
の
禁
忌
を
犯
し
た
女

性
へ
の
厳
罰
は
一
貫
す
る
が
、
同
時
に
、
死
を
も
っ
て
購
う
女
性
を
全
否
定
し

な
い
と
い
う
点
も
共
通
）
38
（

し
て
い
る
。
袈
裟
は
否
定
、
し
か
し
〈
後
袈
裟
〉
＝
お

鉄
は
全
否
定
で
な
い
と
し
た
な
ら
ば
、
前
半
の
お
鉄
の
描
か
れ
方
も
、
曙
の
女

性
主
義
の
一
環
と
捉
え
る
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
れ
に
対
し
、
後
半
は
、
文
次
に
焦
点
化
さ
れ
る
。

　
〈
あ
ぶ
れ
者
〉
文
次
の
「
改
心
」
を
強
調
し
て
い
る
の
は
、『
文
覚
』
の
踏
襲

と
い
え
る
。
文
次
は
も
と
も
と
「
悪
」
の
代
償
と
し
て
死
ぬ
覚
悟
は
あ
っ
た
も
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の
の
、
明
に
よ
っ
て
初
め
て
「
善
」
の
縁
を
持
ち
、
命
を
か
け
る
対
象
が
お
鉄

か
ら
明
に
変
わ
る
。
殺
人
の
動
機
を
「
恨
み
」
と
す
る
「
祝
ひ
の
日
」
と
比
較

す
る
と
、
よ
り
教
訓
的
と
い
え
よ
う
。
後
半
は
、〈
罪
を
悪
ん
で
…
〉〈
人
の
性

は
本
善
…
〉
等
の
台
詞
が
散
見
さ
れ
、
人
々
の
「
蒙
を
醒
ま
す
」
た
め
に
筆
を

執
る
）
39
（

と
す
る
大
森
に
、
教
導
へ
の
強
い
思
い
が
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

　

先
述
の
、『
文
覚
』
の
世
界
を
庶
民
の
世
界
に
移
す
意
図
は
、
後
半
に
集
中

し
て
み
ら
れ
、
お
鉄
殺
害
を
不
動
明
王
の
救
済
と
し
て
描
く
な
ど
、「
森
事
件
」

へ
の
ス
タ
ン
ス
も
後
半
に
よ
り
明
確
と
い
え
る
。
そ
の
こ
と
は
、
モ
チ
ー
フ
が

大
森
由
来
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
曙
が
自
ら
の
ス
タ
イ
ル
を
保
持
し
な
が

ら
も
、
枠
組
み
と
し
て
は
、
大
森
由
来
の
モ
チ
ー
フ
を
取
り
入
れ
て
い
る
こ
と

の
裏
づ
け
と
な
り
得
る
。

　

作
品
は
、
ふ
た
つ
の
世
界
を
通
じ
て
、
危
機
的
状
況
に
あ
っ
て
命
乞
い
を
し

な
い
、
良
作
）
40
（

、
お
輝
、
文
次
と
、
命
乞
い
を
す
る
お
鉄
を
対
照
的
に
描
き
、
命

を
惜
し
ま
な
い
〈
勇
み
肌
〉
を
称
揚
し
て
い
る
。
こ
れ
を
主
題
と
み
な
し
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
う
ち
、
良
作
は
、
追
い
縋
る
女
へ
の
〈
私
情
〉
を
断
ち
切
っ
て
、〈
主
〉

＝
明
へ
の
〈
思
ひ
〉
を
優
先
し
、
ま
た
文
次
は
、
明
か
ら
〈
恩
愛
〉
を
説
か
れ
、

孝
に
目
覚
め
る
が
、
そ
れ
で
も
、
明
へ
の
〈
御
恩
が
へ
し
〉
を
優
先
す
る
。

　

で
は
、〈
加
々
美
明
〉
と
い
う
象
徴
的
人
物
の
た
め
に
、
私
欲
、
私
情
を
捨

て
、「
忠
」
を
貫
く
人
間
を
称
揚
す
る
、「
勇
み
肌
」
に
仮
託
さ
れ
て
い
る
も
の

と
は
何
か
。

　

ひ
と
つ
に
は
、
保
身
の
優
先
を
恥
と
し
な
く
な
っ
た
明
治
人
に
、
身
を
捨
て

て
主
義
主
張
を
貫
ぬ
く
心
意
気
を
啓
蒙
す
る
意
図
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

加
え
て
、
皇
道
の
た
め
に
一
命
を
投
げ
出
し
た
西
野
を
下
敷
き
と
し
て
、
忠
君

思
想
啓
蒙
）
41
（

の
目
的
を
読
む
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　
「
森
事
件
」
お
よ
び
、
事
件
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
「
祝
ひ
の
日
」
は
、
西
洋

主
義
か
ら
国
粋
主
義
へ
の
、
時
代
の
変
換
を
如
実
に
伝
え
る
。

　

殺
人
犯
に
拍
手
喝
采
す
る
国
民
の
姿
は
、
仇
討
ち
が
合
法
で
あ
っ
た
近
世
と

明
治
が
、
隣
り
合
わ
せ
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
、
改
め
て
認
識
さ
せ
る
と
同
時

に
、『
江
戸
』
創
刊
号
の
祝
辞
に
み
ら
れ
る
、〈
明
治
の
世
界
は
知
識
と
金
の
大

修
羅
場
〉〈
ケ
チ
な
金
づ
く
で
説
を
曲
げ
た
り
ヒ
ケ
を
取
て
も
恥
と
せ
ず
髭
に

掴
ま
る
者
多
く
〉
と
い
っ
た
風
潮
へ
の
不
満
が
、
限
界
に
達
し
て
い
た
こ
と
を

知
ら
し
め
る
。
犯
人
・
西
野
を
肯
定
し
た
香
雪
、
そ
の
香
雪
に
共
鳴
し
た
大
森

が
、
こ
と
さ
ら
旧
幣
な
考
え
の
持
ち
主
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
当
時
と
し
て

は
、
バ
ラ
ン
ス
感
覚
を
有
す
る
知
識
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
認
さ
れ
る
べ
き
で

あ
ろ
う
）
42
（

。

　

国
粋
主
義
の
隆
盛
、
江
戸
ブ
ー
ム
の
到
来
、
森
事
件
と
い
う
、
明
治
二
二
年

な
ら
で
は
の
要
素
が
重
な
っ
て
生
ま
れ
た
、『
江
戸
』
の
末
路
は
ど
の
よ
う
な

も
の
で
あ
っ
た
の
か
。

　

森
事
件
は
、
同
年
四
月
の
東
京
高
等
女
学
校
醜
聞
事
件
へ
と
つ
な
が
り
、
森

の
教
育
改
革
の
実
行
者
と
し
て
東
京
高
女
に
赴
任
し
た
、
校
長
・
矢
田
部
良
吉
、

教
頭
・
能
勢
栄
を
標
的
と
し
た
こ
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
に
よ
っ
て
、
六
月
に
は
森

の
残
党
ま
で
も
駆
逐
さ
れ
る
。『
江
戸
』
も
す
ぐ
さ
ま
、
連
載
小
説
に
醜
聞
事

件
を
取
り
込
み
、
気
骨
を
み
せ
る
が
、『
江
戸
』
の
勢
い
は
、
八
月
の
三
百
年
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祭
の
頃
を
ピ
ー
ク
に
、
衰
え
を
み
せ
始
め
る
。
一
〇
月
に
院
本
小
説
を
得
意
と

す
る
右
田
寅
彦
）
43
（

、
一
二
月
に
劇
通
で
知
ら
れ
る
幸
堂
得
知
）
44
（

を
招
聘
し
、
芝
居
お

よ
び
芝
居
口
調
と
い
っ
た
表
現
へ
の
こ
だ
わ
り
を
み
せ
る
も
の
の
、
そ
れ
は
あ

る
日
、「
時
代
遅
れ
」
と
の
烙
印
を
押
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

明
治
二
三
年
一
月
、
犬
養
毅
、
尾
崎
行
雄
ら
は
、『
朝
野
』
の
紙
面
改
良
に

着
手
し
、
二
月
に
は
、
従
属
関
係
を
解
消
し
た
は
ず
の
『
江
戸
』
に
ま
で
乗
り

込
ん
で
来
る
）
45
（

。

昔
日
の
陋ろ
う
む夢
を
破
る
能
は
ず
し
て
、
徒
ら
に
駄
洒
落
を
闘
は
し
、
楽
屋
落

ち
を
競
ふ
て
、
文
は
猥わ
い

陋ろ
う

な
る
を
厭
は
ず
、
記
事
は
淫
褻
な
る
を
嫌
は
ず

…
（
韜
庵
居
士
「
江
戸
新
聞
記
者
に
寄
す
」『
江
戸
』
明
二
三
・
二
・
一

五
）

　
『
江
戸
』
紙
上
で
、『
江
戸
』
記
者
た
ち
へ
の
苦
情
が
延
々
と
述
べ
ら
れ
る
と

い
う
状
況
は
、
実
質
的
な
『
江
戸
』
の
終
焉
を
意
味
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
）
46
（

。

東
京
高
女
が
廃
校
と
な
っ
て
三
ヵ
月
後
の
二
三
年
六
月
、
尾
崎
ら
の
改
革
の
効

果
な
く
、『
江
戸
』
は
買
収
さ
れ
、『
東
京
中
新
聞
）
47
（

』
に
姿
を
変
え
る
。
政
党
系

新
聞
の
使
命
が
曖
昧
と
な
り
、
無
政
党
化
、
中
新
聞
化
の
波
に
飲
ま
れ
て
い
っ

た
結
果
と
い
え
よ
う
が
、
同
時
に
、『
江
戸
』
の
存
在
価
値
は
、
対
立
項
「
西

洋
主
義
」
あ
っ
て
の
も
の
だ
っ
た
と
も
言
え
る
。

　

し
か
し
、
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、「
勇
み
肌
」
が
、
演
芸
改
良
運
動
の

さ
な
か
で
森
事
件
の
直
後
と
い
う
「
時
間
」、
先
駆
的
で
あ
り
な
が
ら
保
守
的

と
い
う
曙
一
派
の
「
思
想
」
の
み
な
ら
ず
、『
江
戸
』
と
い
う
「
場
」
が
交
差

し
て
こ
そ
、
現
出
し
た
作
品
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。

注
１　

作
中
の
〈
勇
み
肌
〉〈
加
々
美
明
〉〈
倶
利
加
羅
文
次
〉
は
、
祝
辞
の
〈
大
勇
み
〉

〈
鏡
に
か
け
て
明
か
な
り
〉〈
倶
利
加
羅
文
〉
に
呼
応
す
る
。

２　

曙
の
三
作
目
「
曙
染
梅
新
型
」（『
貴
女
之
友
』
明
治
二
二
年
六
月
〜
九
月
）
の
モ

チ
ー
フ
、
歌
舞
伎
『
鞘
当
』
は
、
大
森
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
と
み
な
せ
る
（
拙
稿

「
木
村
曙
と
独
幹
敖
史
」（『
日
本
近
代
文
学
』
平
成
一
八
年
五
月
）。
大
森
は
「
虎
乃

巻
」（『
読
売
』
明
治
二
三
年
一
月
）
冒
頭
で
、
曙
を
文
楽
の
人
形
、
自
ら
を
〈
黒
坊
〉

＝
人
形
遣
い
に
喩
え
て
い
る
。

３　

ア
ラ
ビ
ア
を
舞
台
と
し
た
翻
訳
西
洋
小
説
で
、『
絵
入
朝
野
』
か
ら
『
江
戸
』
へ
引

き
継
が
れ
、
明
治
二
二
年
一
月
か
ら
八
月
ま
で
掲
載
さ
れ
た
。

４　

曙
の
母
方
の
姓
。
妾
腹
の
子
で
あ
っ
た
曙
は
、
作
品
当
時
、
岡
本
姓
を
名
乗
っ
て

い
た
。

５　

拙
稿
「
木
村
曙
と
独
幹
敖
史
」（『
日
本
近
代
文
学
』
平
成
一
八
年
五
月
）。

６　

天
保
一
二
年
〜
大
正
五
年
。
国
学
者
・
夏
蔭
の
子
。
旧
幕
臣
。
新
聞
記
者
。
小
説

家
。
美
術
家
。
明
治
八
年
『
平
仮
名
絵
入
』
入
社
。
一
七
年
成
島
柳
北
に
請
わ
れ
て

『
朝
野
』
に
転
じ
、『
絵
入
朝
野
』
の
顔
と
な
る
。
一
方
、
一
三
年
前
後
か
ら
、
龍
池

会
（
後
の
日
本
美
術
協
会
）、
東
京
彫
工
会
等
の
役
員
と
し
て
、
伝
統
美
術
・
工
芸
の

振
興
に
尽
力
し
、
美
術
界
に
貢
献
し
た
。

７　
〈
徳
川
家
三
百
年
間
の
事
跡
を
考
究
し
て
其
の
益
を
享
け
延
き
て
一
般
及
ひ
後
世
に

も
及
ほ
〉
す
こ
と
を
目
的
と
し
た
（「
江
戸
会
誌
の
首
に
」『
江
戸
会
誌
』
明
治
二
二

年
八
月
、
博
文
館
）。

８　
「
江
戸
会
発
企
及
同
意
者
」（『
江
戸
会
雑
誌
』
明
治
二
二
年
七
月
、
江
戸
会
事
務

所
）。
ほ
か
に
〈
栗
本
鋤
雲
〉〈
高
瀬
眞
卿
〉
等
。

９　

安
政
二
年
〜
大
正
一
一
年
。
本
名
永
井
碌
。
小
石
は
俳
号
。
旧
幕
臣
。
中
村
正
直

の
門
に
入
り
英
漢
学
を
修
め
た
の
ち
、『
読
売
』『
新
潟
日
々
』『
今
日
』『
朝
野
』
等

の
新
聞
で
記
者
と
し
て
活
躍
。
明
治
二
三
年
に
体
調
を
崩
し
て
以
降
は
俳
道
に
専
心

す
る
。
著
書
に
『
変
哲
学
』（
明
治
二
一
年
、
成
文
堂
）
ほ
か
（『
小
石
遺
稿
』
大
正

一
二
年
、
私
家
版
）。

10　

不
動
明
王
は
、
教
化
し
難
い
衆
生
を
救
う
た
め
に
忿
怒
の
姿
で
現
わ
れ
、
従
わ
な

い
も
の
は
無
理
遣
り
に
で
も
導
き
、
救
済
す
る
役
目
を
持
つ
と
さ
れ
る
。
倶
利
伽
羅

不
動
は
そ
の
変
化
身
。
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11　

和
田
繁
二
郎
『
明
治
前
期
女
流
作
品
論
』（
平
成
元
年
、
桜
楓
社
）。

12　

長
江
曜
子
「
木
村
曙
『
勇
み
肌
』
に
つ
い
て
」（『
文
学
研
究
』
昭
和
六
一
年
一
二

月
）。

13　

拙
稿
「「
曙
一
派
」
の
提
言
」（『
實
踐
國
文
學
』
平
成
二
一
年
一
〇
月
）。

14　

注
５
に
同
じ
。

15　

歌
舞
伎
脚
本
（『
秀
郷
勲
功
記
』
明
治
二
四
年
、
鈴
鹿
堂
）
の
著
書
が
あ
り
、
そ
の

ま
え
が
き
に
は
、〈
堀
越
団
洲
氏
も
一
覧
の
上
至
極
面
白
し
と
の
事
〉〈
本
年
中
東
京

大
劇
場
に
て
興
行
可
相
成
候
〉
と
い
っ
た
記
述
が
み
ら
れ
る
。

16　

依
田
学
海
自
身
、
六
月
一
八
、
一
九
日
頃
、『
都
新
聞
』
附
録
の
小
冊
子
「
中
村
座

戯
場
筋
書
」
で
、
初
め
て
『
那
智
』
の
存
在
を
知
っ
た
と
記
し
て
い
る
（「
文
覚
上
人

勧
進
状
脚
本
著
作
始
末
記
」『
読
売
』
明
治
二
二
年
七
月
三
日
）。

17　

西
野
は
、
森
の
不
敬
行
為
の
真
相
を
確
か
め
る
た
め
伊
勢
に
赴
き
、
そ
の
上
で
暗

殺
を
決
意
し
た
と
す
る
遺
書
を
残
し
て
い
る
（
森
本
貞
子
『
秋
霖
譜
』
平
成
一
五
年
、

東
京
書
籍
）。

18　
「
西
野
の
能
力
」（『
読
売
』
明
治
二
二
年
二
月
一
六
日
）。

19　
「
淑
女
の
手
向
」（『
読
売
』
明
治
二
二
年
二
月
二
一
日
）。

20　
「
緒
余
漫
吟
」
欄
に
お
け
る
「
庖
丁
飛
舞
」「
聶
政
勇
敢
」
の
二
詩
。

21　

発
行
停
止
期
間
か
ら
も
、『
絵
入
朝
野
』
を
「
主
犯
」
と
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。

22　
『
江
戸
』
創
刊
号
の
祝
辞
に
は
、〈
是
れ
か
ら
朝
野
新
聞
と
緑
を
切
っ
て
独
立
独
歩

の
一
新
聞
〉〈
我
が
身
体
は
小
な
る
も
（
中
略
）
首
領
の
為
め
に
言
論
を
制
せ
ら
れ
、

主
義
を
左
右
さ
れ
る
首
領
次
第
の
も
の
と
は
違
ふ
…
〉
と
い
っ
た
内
容
が
み
ら
れ
る
。

23　

事
件
直
後
は
、
犯
人
の
名
を
〈
西
野
文
次
郎
〉
と
報
じ
て
い
た
（『
絵
入
朝
野
』
明

治
二
二
年
二
月
一
二
日
、
一
三
日
）。

24　

前
掲
「
改
題
の
告
条
」
で
の
香
雪
の
文
言
、〈
江
戸
子
の
成
島
翁
江
戸
子
の
お
の
れ

を
助
く
お
の
れ
其
恩
を
忘
れ
ず
〉
に
は
、
反
体
制
の
象
徴
、
成
島
精
神
の
後
継
者
と

し
て
の
自
覚
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

25　

当
時
大
森
は
、
市
川
団
十
郎
、
尾
上
菊
五
郎
、
双
方
と
交
流
が
あ
っ
た
（「
団
洲
と

梅
幸
」『
美
術
園
』
明
治
二
二
年
六
月
）。

26　

曙
作
品
で
は
、「
操
」
に
「
義
理
」
と
同
じ
意
味
合
い
を
持
た
せ
る
と
い
う
特
徴
が

あ
る
（
拙
稿
「
大
陸
へ
の
視
線
」『
成
蹊
國
文
』
平
成
二
二
年
三
月
）。

27　

作
品
に
登
場
す
る
〈
目
白
不
動
〉＝
新
長
谷
寺
の
不
動
明
王
像
は
、
徳
川
家
光
が
江

戸
鎮
護
の
た
め
選
定
し
た
不
動
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
、
不
動
が
江
戸
を
鎮
護
す
る
と
い

う
作
品
の
筋
に
通
じ
る
。
な
お
、
新
長
谷
寺
は
戦
災
に
遇
い
、
不
動
像
は
現
在
、
豊

島
区
・
金
乗
寺
に
祀
ら
れ
る
。

28　

初
代
・
団
十
郎
が
成
田
山
新
勝
寺
の
不
動
明
王
に
帰
依
し
て
、『
成
田
不
動
明
王

山
』
を
上
演
し
て
以
来
、
代
々
の
団
十
郎
は
不
動
明
王
の
芝
居
を
お
家
芸
と
し
た
。

29　
「
女
子
の
悲
哀
に
沈
め
る
が
如
く
」（『
少
女
少
年
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
』
平
成
二
一
年
、

青
弓
社
）。

30　
「
懸
賞
発
句
」（『
読
売
』
明
治
二
一
年
八
月
二
一
日
）。

31　

注
29
に
同
じ
。

32　

注
13
に
同
じ
。

33　

た
と
え
ば
、「
曙
染
梅
新
型
」
の
ダ
ブ
ル
ヒ
ロ
イ
ン
の
う
ち
、
お
静
の
父
は
死
去
、

雪
枝
の
父
は
別
居
と
い
う
設
定
で
あ
る
。

34　

清
花
「
娘
気
」（『
読
売
』
明
治
二
三
年
一
月
）
に
お
い
て
も
、
前
妻
が
後
妻
を
指

名
す
る
。

35　

注
11
に
同
じ
。

36　

た
と
え
ば
、「
婦
女
の
鑑
」
の
ヒ
ロ
イ
ン
秀
子
の
義
姉
・
國
子
は
婿
養
子
を
迎
え
、

秀
子
は
生
家
再
興
の
た
め
に
家
督
を
相
続
す
る
。

37　

拙
稿
「
東
京
高
等
女
学
校
の
同
窓
生
に
み
る
シ
ス
タ
ー
フ
ッ
ド
」（『
日
本
近
代
文

学
』
平
成
二
〇
年
五
月
）。

38　

た
と
え
ば
、
婚
約
者
の
い
る
男
性
に
告
白
を
し
、
水
死
と
い
う
運
命
を
た
ど
る
、

「
わ
か
松
」
の
〈
お
鳥
〉
に
対
し
て
も
、
厳
罰
と
擁
護
の
両
面
が
み
ら
れ
る
（
拙
稿

「
大
陸
へ
の
視
線
」『
成
蹊
國
文
』
平
成
二
二
年
三
月
）。

39　
「
桧
谷
君
賜
一
詩
却
呈
」（『
美
術
園
』
明
治
二
二
年
八
月
）。

40　

お
鉄
は
、
家
出
し
た
お
輝
の
居
所
を
聞
き
出
そ
う
と
、
お
輝
の
側
近
〈
良
作
〉
を

詰
問
し
、
拷
問
に
か
け
る
。

41　

忠
の
た
め
に
命
を
賭
す
臣
民
の
啓
蒙
は
、
徴
兵
制
度
、
そ
の
先
に
あ
る
帝
国
主
義

へ
と
つ
な
が
る
可
能
性
を
持
つ
。
で
は
、
曙
一
派
は
、
帝
国
主
義
を
肯
定
し
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
一
派
の
基
層
に
、
忠
君
愛
国
思
想
が
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な

い
と
し
て
も
（
注
５
に
同
じ
）、
大
森
「
虎
乃
巻
」（『
読
売
』
明
治
二
三
年
一
月
）
で

は
、
非
戦
思
想
が
主
張
さ
れ
、
そ
れ
は
、
当
時
の
風
潮
に
一
線
を
画
す
も
の
と
い
え
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た
（
拙
稿
「
大
陸
へ
の
視
線
」『
成
蹊
國
文
』
平
成
二
二
年
三
月
）。
ま
た
、
一
派
の

メ
ン
バ
ー
・
松
本
英
子
は
、
明
治
後
半
に
渡
米
し
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
非
戦

を
訴
え
な
が
ら
、
生
涯
熱
烈
な
皇
室
崇
拝
者
で
あ
り
続
け
た
と
い
う
（
府
馬
清
『
松

本
英
子
の
生
涯
』
昭
和
五
六
年
、
昭
和
図
書
出
版
）。
一
派
は
、
忠
君
愛
国
思
想
を
持

ち
な
が
ら
、
同
時
に
、
帝
国
主
義
を
否
定
す
る
立
場
に
あ
っ
た
と
し
て
よ
い
と
思
わ

れ
る
。

42　

一
口
に
国
粋
主
義
の
美
術
家
と
評
さ
れ
る
香
雪
と
大
森
で
あ
る
が
、
雑
誌
『
美
術

園
』（
明
治
二
二
〜
二
三
年
、
天
秀
社
）
の
一
連
の
記
事
か
ら
は
、
彼
ら
が
柔
軟
な
折

衷
主
義
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
れ
る
。
西
野
の
肯
定
は
、
そ
の
狂
信
的
な
思

想
に
拠
る
の
で
は
な
く
、
西
野
が
身
を
捨
て
て
主
義
主
張
を
貫
い
た
、
心
意
気
、
勇

み
肌
に
拠
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

43　
「
社
告
」（
明
治
二
二
年
一
〇
月
二
四
日
）。

44　
「
社
告
」（
明
治
二
二
年
一
二
月
二
七
日
）。

45　

二
月
一
五
日
号
に
、『
江
戸
』
の
新
幹
部
、
犬
養
、
尾
崎
、
町
田
忠
治
、
吉
田
熹
六

が
、
こ
れ
ま
で
の
『
江
戸
』
の
編
集
方
針
を
否
定
す
る
記
事
を
載
せ
る
。
な
お
〈
韜

庵
居
士
〉
は
吉
田
の
号
。

46　

介
入
に
対
す
る
香
雪
の
意
見
は
一
切
掲
載
さ
れ
な
い
ば
か
り
か
、
以
後
、『
江
戸
』

か
ら
香
雪
の
気
配
が
消
え
る
。
こ
の
時
期
『
朝
野
』
は
、
第
三
回
内
国
勧
業
博
覧
会

（
明
治
二
三
年
四
〜
七
月
）
関
係
の
記
事
に
力
を
入
れ
、
香
雪
は
古
巣
に
戻
り
こ
れ
に

従
事
し
た
（「
美
術
館
縦
覧
漫
評
」
明
治
二
三
年
四
〜
六
月
）。

47　

社
長
・
大
岡
育
造
は
山
口
県
出
身
の
政
治
家
。
教
育
家
。

付
記　

引
用
は
、
原
則
と
し
て
原
典
に
拠
り
、
旧
漢
字
は
新
漢
字
に
改
め
、
ル
ビ
は
適
宜

取
捨
し
、
筆
者
の
判
断
で
太
字
を
施
し
た
。
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